
均等割額が軽減される世帯（　　　部分は給与所得者等が２人以上の場合に計算します） 軽減割合

　  43 万円  ＋    10 万円   ×（給与所得者等の数ー１）以下の世帯 ７割軽減

　  43 万円  ＋（28 万５千円×被保険者数）＋ 10 万円   ×（給与所得者等の数ー１）以下の世帯 ５割軽減

　  43 万円  ＋（52 万円×被保険者数）＋ 10 万円   ×（給与所得者等の数ー１）以下の世帯 ２割軽減

１年間の保険料
【限度額66万円】
※100円未満切捨

網掛け　部分が
変更になります。後期高齢者医療制度の保険料のお知らせ

■保険料の計算方法（令和４年度）■保険料の計算方法（令和４年度）

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

均等割
【１人当たり保険料】

51,892円

所得割
【本人の所得に応じた額】

（令和３年中の所得－最大43万円）×10.98％

■均等割の軽減割合■均等割の軽減割合

北海道後期高齢者医療広域連合　Tel.011-290-5601  /  保険医療課　Tel. 28-8018

●給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
　・給与等の収入金額が 55万円を超える方
　・公的年金の収入金額が 125 万円（65歳未満の場合は 60 万円）を超える方
● 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに 15万円を差し引いた額で判定します。
●後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入から２年を経過する月まで別途軽減があります。

■保険料のお支払い方法■保険料のお支払い方法

　令和４年度より、下記のように変更になります。保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前
年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。正式な保険料のお知らせは６月中旬にお送りします。

　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です（申し出によって「口座振替」も可能）。
　ただし、次の（１）～ （３）のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。
　「納付書」または「口座振替」にてお納めください。

（１）介護保険料が「年金天引き」されていない方（年金額が年額18万円未満の方）
（２）介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を
　　超える方
（３）新たに制度に加入された方の半年の期間

　世帯の所得（同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計）に応じて、均等割額が次のとおり軽減されます。

市有地売却のおしらせ
物件番号 所在地・地番 地　目 地　積 価　格
１ 西町３丁目 155- ９

宅地

   472.75㎡ 143.01 坪 3,470,000 円
２ 滝の川町西４丁目 975-79、-81、-82 2,722.94㎡ 823.69 坪 5,910,000 円
３ 扇町３丁目 49-4 1,753.73㎡ 530.50 坪 4,760,000 円
４ 有明町４丁目 361-10    689.38㎡ 208.53 坪 3,250,000 円
５ 中島町４丁目７-2    285.09㎡   86.25 坪 1,380,000 円
６ 栄町２丁目 182-2    776.50㎡ 235.30 坪 3,380,000 円

財政課　Tel.28-8008

市有地を先着順で販売しています。物件の詳細についてはお問い合わせください。

広報たきかわ 2022-0617


